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(57)【要約】
【課題】シートベルト不着用状態の走行を回避すべくオ
ペレータに注意喚起することができるホイール式作業機
械を提供する。
【解決手段】ホイール式の走行体を有するホイール式作
業機械において、シートベルトが不着用状態であるとの
条件が満たされた状態で、パーキングブレーキが解除状
態であると判定され、又はシフト操作装置が前進位置又
は後進位置であると判定されたとき、ベルト不着用走行
を警告する第１警告動作が警告装置に指示されるように
構成する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホイール式の走行体を有する車体、前記車体の前部に設けられた作業装置、前記車体に
設けられた運転室、パーキングブレーキを操作するブレーキ操作装置、ブレーキ操作装置
の信号に基づき前記ブレーキ操作装置の操作を判定するブレーキ操作判定部、前記車体の
前後進の設定を切り換えるシフト操作装置、前記シフト操作装置の信号に基づき前記シフ
ト操作装置の操作を判定するシフト操作判定部、シートベルトの着用を検出するベルト着
用検出部、前記ベルト着用検出部の信号に基づき前記シートベルトの着脱を判定するベル
ト着脱判定部、オペレータに対する警告動作を行う警告装置、及び前記警告装置を制御す
る警告制御部を備えたホイール式作業機械において、
　前記警告制御部は、前記ベルト着脱判定部で前記シートベルトが不着用状態であると判
定された状態で、前記ブレーキ操作判定部により前記パーキングブレーキが解除状態であ
ると判定され、又は前記シフト操作判定部により前記シフト操作装置が前進位置又は後進
位置であると判定されたとき、ベルト不着用走行を警告する第１警告動作を前記警告装置
に指示することを特徴とするホイール式作業機械。
【請求項２】
　請求項１に記載のホイール式作業機械において、前記警告制御部は、前記ベルト着脱判
定部で前記シートベルトが不着用状態であると判定された状態で、前記パーキングブレー
キが解除状態であると判定されず、かつ前記シフト操作装置が前進位置又は後進位置であ
ると判定されない場合、ベルト不着用を警告する第２警告動作を前記警告装置に指示する
ことを特徴とするホイール式作業機械。
【請求項３】
　請求項１に記載のホイール式作業機械において、
　前記作業装置の姿勢を検出する姿勢センサ、及び前記姿勢センサの信号に基づき前記作
業装置の姿勢を判定する姿勢判定部を備え、
　前記警告制御部は、前記ベルト着脱判定部で前記シートベルトが不着用状態であると判
定された状態で、前記ブレーキ操作判定部により前記パーキングブレーキが解除状態であ
ると判定され、又は前記シフト操作判定部により前記シフト操作装置が前進位置又は後進
位置であると判定されたとき、前記姿勢判定部で判定される前記作業装置の姿勢が走行姿
勢であるか否かにより前記警告装置に指示する前記第１警告動作の態様を変えることを特
徴とするホイール式作業機械。
【請求項４】
　請求項３に記載のホイール式作業機械において、前記姿勢センサは、前記作業装置の角
度を検出する角度センサであることを特徴とするホイール式作業機械。
【請求項５】
　請求項３に記載のホイール式作業機械において、前記姿勢センサは、前記作業装置が走
行姿勢である場合に入り操作されるスイッチであることを特徴とするホイール式作業機械
。
【請求項６】
　請求項１に記載のホイール式作業機械において、
　前記作業装置の動作のインタロックを入り切りするロック操作装置、及び前記ロック操
作装置の信号に基づき前記ロック操作装置の操作を判定するロック操作判定部を備え、
　前記警告制御部は、前記ベルト着脱判定部で前記シートベルトが不着用状態であると判
定された状態で、前記ブレーキ操作判定部により前記パーキングブレーキが解除状態であ
ると判定され、又は前記シフト操作判定部により前記シフト操作装置が前進位置又は後進
位置であると判定されたとき、前記ロック操作判定部で判定される前記ロック操作装置の
操作が前記インタロックを有効にするものであるか否かにより前記警告装置に指示する前
記第１警告動作の態様を変えることを特徴とするホイール式作業機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明はホイール式油圧ショベル等のホイール式作業機械に関し、特にシートベルト不
着用状態の走行を回避すべくオペレータに注意喚起することができるホイール式作業機械
に係る。
【背景技術】
【０００２】
　油圧ショベル等の作業機械には、操作レバーの操作の有効及び無効を切り換える安全装
置（ゲートロックレバー）を備えたものがある。特許文献１には、ゲートロックレバーが
ロック解除位置にあって操作レバーの操作が有効であるにも関わらずシートベルトが着用
されていない場合に、オペレータに対して警告しその旨を知らせる機能を備えたクローラ
式作業機械が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－１４５６２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載されているようなクローラ式作業機械は、現場内において走行体を適
宜駆動して掘削作業に伴って必要な程度に機体位置を調節したり移動したりすることはで
きるが、公道を走行して現場間を移動することは想定していない。クローラ式作業機械は
一般的にトレーラ等の輸送手段で輸送される。クローラ式の作業機械にあっては、走行動
作は掘削動作や旋回動作と同じく現場で作業を遂行するための一連の動作の１つである。
従って、作業装置や旋回装置の動作を禁止した状態で走行動作のみを許可する特段の必要
性がなく、停止時には前述したゲートロックレバーを操作して作業装置や旋回装置と共に
走行体の操作が一律に無効化される構成が一般的である。
【０００５】
　しかし、ホイール式作業機械の場合はクローラ式作業機械とは事情が異なり、自ら公道
を走行して現場間等を移動し得るためゲートロックレバーにより作業装置等の動作が禁止
された状態でも走行動作ができるように構成されている。ゲートロックレバーの操作と走
行の可否には直接的な関係がない。従って、ホイール式作業機械においては、ベルト不着
用状態で走行し得る旨をオペレータに警告する新たなシステムを適切に構築する必要があ
る。
【０００６】
　本発明の目的は、シートベルト不着用状態の走行を回避すべくオペレータに注意喚起す
ることができるホイール式作業機械を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、ホイール式の走行体を有する車体、前記車体の前部に設け
られた作業装置、前記車体に設けられた運転室、パーキングブレーキを操作するブレーキ
操作装置、ブレーキ操作装置の信号に基づき前記ブレーキ操作装置の操作を判定するブレ
ーキ操作判定部、前記車体の前後進の設定を切り換えるシフト操作装置、前記シフト操作
装置の信号に基づき前記シフト操作装置の操作を判定するシフト操作判定部、シートベル
トの着用を検出するベルト着用検出部、前記ベルト着用検出部の信号に基づき前記シート
ベルトの着脱を判定するベルト着脱判定部、オペレータに対する警告動作を行う警告装置
、及び前記警告装置を制御する警告制御部を備えたホイール式作業機械において、
　前記警告制御部は、前記ベルト着脱判定部で前記シートベルトが不着用状態であると判
定された状態で、前記ブレーキ操作判定部により前記パーキングブレーキが解除状態であ
ると判定され、又は前記シフト操作判定部により前記シフト操作装置が前進位置又は後進
位置であると判定されたとき、ベルト不着用走行を警告する第１警告動作を前記警告装置
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に指示することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、オペレータに注意喚起してシートベルト不着用状態でのホイール式作
業機械の走行運転を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係るホイール式作業機械の側面図
【図２】図１のホイール式作業機械に備えられた制御装置のブロック図
【図３】図２の制御装置による警告装置の制御手順を表すフローチャート
【図４】第１変形例に係るホイール式作業機械に備えられた制御装置による警告装置の制
御手順を表すフローチャート
【図５】第２変形例に係るホイール式作業機械に備えられた制御装置による警告装置の制
御手順を表すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に図面を用いて本発明の実施形態を説明する。
【００１１】
　－ホイール式作業機械－
　図１は本発明の一実施形態に係るホイール式作業機械の側面図である。本願明細書にお
いては図１中の左右を前後とする。同図には本発明に係るホイール式作業機械の一例とし
てホイール式油圧ショベルを示している。同図に示したホイール式作業機械は、車体１０
及び作業装置（フロント作業機）２０を備えている。車体１０は、走行体１１及び旋回体
１２を備えている。
【００１２】
　走行体１１は、走行装置１３と、この走行装置１３上に支持された車体（シャシ）１４
とを備えている。走行装置１３はホイール式であり、タイヤ付きの車輪の他、図示してい
ないが走行用油圧モータ、トランスミッション、プロペラシャフト等を備えている。走行
用油圧モータはトランスミッションを介して前後のプロペラシャフトに接続しており、前
後のプロペラシャフトに伝えられた駆動力が前後の車軸（アクスル）を介してそれぞれ前
後の車輪に伝達される。
【００１３】
　旋回体１２は、走行体１１上に旋回装置１５を介して旋回可能に設けられている。旋回
体１２の前部（本実施形態では前部左側）には、操作者が搭乗する運転室１６が設けられ
ている。旋回体１２における運転室１６の後側には、原動機（内燃機関）や油圧駆動装置
等を収容した動力室１７が、最後部には機体の前後方向のバランスを調整するカウンタウ
ェイト１８が搭載されている。作業機械に搭載された油圧シリンダや油圧モータ等の油圧
アクチュエータは、油圧駆動装置に含まれる油圧ポンプから吐出される作動油によって駆
動される。旋回体１２を走行体１１に対して連結する旋回装置には旋回モータが含まれて
おり、旋回モータによって走行体１１に対して旋回体１２が鉛直軸を中心に旋回駆動され
る。本実施形態における旋回モータは油圧モータであるが、電動モータを用いることもあ
れば、油圧モータ及び電動モータの双方を用いることもある。
【００１４】
　作業装置２０は作業腕２１及びアタッチメント２２（本例ではバケット）を備えている
。本実施形態における作業腕２１は、ブーム２３、アーム２４、ブームシリンダ２５、ア
ームシリンダ２６及びアタッチメントシリンダ２７を含む多関節型の作業装置である。ブ
ーム２３は旋回体１２の前部（本実施形態では前部右側）に左右に延びる軸を介して回動
可能に連結されている。アーム２４はブーム２３の先端に左右に延びる軸を介して回動可
能に連結されている。このアーム２４の先端には、アタッチメント２２が左右に延びる軸
を介して回動可能に連結されている。ブームシリンダ２５は旋回体１２及びブーム２３に
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、アームシリンダ２６はブーム２３及びアーム２４に、それぞれ両端が連結されている。
アタッチメントシリンダ２７は、アーム２４の基部に基端が連結される一方、アーム２４
の先端部とアタッチメント２２にリンク２８を介して先端が連結されている。ブームシリ
ンダ２５、アームシリンダ２６及びアタッチメントシリンダ２７はいずれも油圧シリンダ
である。ブームシリンダ２５の伸縮に伴って旋回体１２に対してブーム２３が上下に回動
する。アームシリンダ２６の伸縮に伴ってブーム２３に対してアーム２４が回動する。ア
タッチメントシリンダ２７の伸縮に伴ってアーム２４に対してアタッチメント２２が回動
する。
【００１５】
　－入出力系統－
　図２は本実施形態のホイール式作業機械に備えられた制御装置のブロック図である。本
実施形態のホイール式作業機械には、警告装置４０を制御する制御装置５０（例えばコン
ピュータ）が備わっている。制御装置５０については後述する。警告装置４０は、例えば
運転室１６の内部に装備されたスピーカやモニタ、警告灯等、制御装置５０から出力され
る信号に従って、運転室１６に搭乗したオペレータに音声や表示等で警告動作を行う出力
装置である。ホール式作業機械にはまた、警告装置４０の制御の基礎として制御装置５０
に信号を出力する機器、具体的には、キースイッチ３１、ベルト着用検出部３２、ブレー
キ操作装置３３、シフト操作装置３４、ロック操作装置３５、姿勢センサ３６が備わって
いる。
【００１６】
　キースイッチ３１は原動機の始動及び停止を指示するための操作装置であり、原動機の
始動を指示するポジションと停止を指示するポジションを備えている。このキースイッチ
３１は運転室１６の内部において運転席（不図示）の前方に配置されたハンドル等の操作
機器の付近に設けられている。キースイッチ３１から制御装置５０に対しては、キースイ
ッチ３１のポジションを識別する信号が入力される。
【００１７】
　ベルト着用検出部３２は運手室１６の運転席に備えられたシートベルト（不図示）の着
用を検出する検出器（例えばシートベルトの着脱部に設けたスイッチ）である。このベル
ト着用検出部３２から制御装置５０に対しては、シートベルトの着脱を識別する信号（例
えばオンオフ信号）が入力される。
【００１８】
　ブレーキ操作装置３３はパーキングブレーキを操作可能なスイッチ等の操作装置であり
、キースイッチ３１と同じくハンドルの付近に設けられている。ブレーキ操作装置３３に
は、Ｐポジション（パーキング）、Ｓポジション（作業）、Ａポジション（アクスルロッ
ク）、解除ポジションの４つのポジションが備えられている。ブレーキ操作装置３３のポ
ジションの切り換えにより、パーキングブレーキ、作業ブレーキ、アクスルロックの作動
状態を切り換える。例えばＰポジションではパーキングブレーキとアクスルロックが作動
して作業ブレーキが解除され、ホイール式作業機械の運転モードがパーキングモードに設
定される。Ｓポジションでは作業ブレーキとアクスルロックが作動してパーキングブレー
キが解除され、運転モードが作業モードに設定される。Ａポジションではアクスルロック
が作動してパーキングブレーキ及び作業ブレーキが解除され、運転モードがアクスルロッ
クモードに設定される。解除ポジションではパーキングブレーキ、作業ブレーキ及びアク
スルロックをいずれもが解除され、運転モードが走行モードに設定される。このブレーキ
操作装置３３から制御装置５０に対しては、ブレーキ操作装置３３のポジションを識別す
る信号が入力される。
【００１９】
　シフト操作装置３４は走行用油圧モータに対する圧油の供給方向を制御する制御弁を操
作して車体１０の前後進の設定を切り換える操作装置（レバースイッチ等）であり、キー
スイッチ３１と同じくハンドルの付近に設けられている。シフト操作装置３４には、Ｆポ
ジション（前進）、Ｎポジション（中立）、Ｒポジション（後進）の３つのポジションが
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備えられている。シフト操作装置３４のポジションの切り換えにより、前進、後進及び中
立を切り換える。シフト操作装置３４をＦポジションにして走行操作をすると（アクセル
ペダルを踏み込むと）ホイール式作業機械は前進し、Ｓポジションにして走行操作を行う
と後進する。Ｎポジションにした状態では、走行操作をしてもホイール式作業機械は自走
しない。このシフト操作装置３４から制御装置５０に対しては、シフト操作装置３４のポ
ジションを識別する信号が入力される。
【００２０】
　ロック操作装置３５は作業装置２０の動作のインタロックを入り切りする装置である。
このロック操作装置３５は運転室１６の内部において運転席の乗降側（本例では左側）に
設置されたゲート状のレバー装置（いわゆるゲートロックレバー）である。ロック操作装
置３５のレバーを寝かせた状態で作業装置２０の操作が許可される（有効になる）が寝か
せたゲート状のレバーによりオペレータの降車が妨げられ、レバーを引き上げなければオ
ペレータは降車できない。降車の際にレバーを引き上げると作業装置２０の操作系統が油
圧的に遮断され、作業装置２０の操作が禁止される（操作が無効になる）。クローラ式の
作業機械ではゲートロックレバーで作業装置と共に走行装置もロックされるが、ホイール
式作業機械の場合は公道を走行して移動する機会が多いことからゲートロックレバーによ
るインタロック回路から走行系は除かれている。ロック操作装置３５から制御装置５０に
対しては、ロック操作装置３５のポジションを識別する信号が入力される。
【００２１】
　姿勢センサ３６は作業装置２０の姿勢を検出する検出器であり、例えば作業装置２０の
角度を検出する角度センサを用いることができる。この場合、ブーム２３、アーム２４及
びアタッチメント２２の各回動支点に角度センサを設け、各角度センサの信号に基づき制
御装置５０でブーム２３、アーム２４及びアタッチメント２２の角度を演算することで作
業装置２０の姿勢を演算することができる。姿勢センサ３６から制御装置５０に対しては
角度計測値を識別する信号が入力される。
【００２２】
　－制御装置－
　制御装置５０は例えば車載コンピュータであり、ＣＰＵや記憶装置（ＲＯＭ、ＲＡＭ等
）等を含んで構成されている。この制御装置５０には、状態判定部６０及び警告制御部７
０の２つの機能構成部備えられている。状態判定部６０は、キー操作判定部６１、ベルト
着脱判定部６２、ブレーキ操作判定部６３、シフト操作判定部６４、ロック操作判定部６
５及び姿勢判定部６６の６つの機能構成部を含んでいる。これらの機能構成部は制御装置
５０のＣＰＵが実行する機能を模式的に表したものである。状態判定部６０は、走行準備
に関する状態を判定する。警告制御部７０は、走行準備の不備の有無を判定して不備があ
る場合にその旨をオペレータに警告するように警告装置４０を制御する。以下に状態判定
部６０の各機能構成部と警告制御部７０について順次説明する。
【００２３】
　－キー操作判定部－
　キー操作判定部６１はキースイッチ３１の操作を判定する機能構成部であり、キースイ
ッチ３１からの信号に基づき、キースイッチ３１により原動機の運転が指示されているか
停止が指示されているかを判定する。キー操作判定部６１はこの判定結果を警告制御部７
０に出力する。
【００２４】
　－ベルト着脱判定部－
　ベルト着脱判定部６２は、ベルト着用検出部３２の信号に基づきシートベルトの着脱を
判定する機能構成部である。ベルト着脱判定部６２は判定結果を警告制御部７０に出力す
る。
【００２５】
　－ブレーキ操作判定部－
　ブレーキ操作判定部６３は、ブレーキ操作装置３３の信号に基づきブレーキ操作装置の
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操作を判定する機能構成部である。本実施形態では、例えばブレーキ操作装置３３が前述
した解除ポジションであるかその他のポジション（Ｐポジション、Ｓポジション又はＡポ
ジション）であるかが、ブレーキ操作判定部６３により判定される。ブレーキ操作判定部
６３は判定結果を警告制御部７０に出力する。
【００２６】
　－シフト操作判定部－
　シフト操作判定部６４は、シフト操作装置３４の信号に基づきシフト操作装置３４の操
作を判定する機能構成部である。本実施形態では、例えばシフト操作装置３４が前述した
Ｎポジションであるかその他のポジション（Ｆポジション又はＲポジション）であるかが
、シフト操作判定部６４により判定される。シフト操作判定部６４は判定結果を警告制御
部７０に出力する。
【００２７】
　－ロック操作判定部－
　ロック操作判定部６５は、ロック操作装置３５の信号に基づきロック操作装置３５の操
作を判定する機能構成部である。本実施形態では、ロック操作装置３５により作業装置２
０の動作が無効化されているか有効化されているかが、ロック操作判定部６５により判定
される。ロック操作判定部６５は判定結果を警告制御部７０に出力する。
【００２８】
　－姿勢判定部－
　姿勢判定部６６は、姿勢センサ３６の信号に基づき作業装置２０の姿勢を判定する機能
構成部である。本実施形態では、姿勢センサ３６の信号に基づき作業装置２０の姿勢を演
算し、演算した作業装置２０の姿勢が走行姿勢であるか否かが、姿勢判定部６６で判定さ
れる。走行姿勢は図１のように作業装置２０を抱え込んだ所定の姿勢である。作業装置２
０の走行姿勢の情報（ブーム２３、アーム２４、アタッチメント２２の各角度）は、予め
メモリに記憶されている。姿勢判定部６６は判定結果を警告制御部７０に出力する。
【００２９】
　－警告制御部－
　警告制御部７０は、下記条件Ａ，Ｂ１，Ｂ２を判定し、その判定結果に基づき警告装置
４０を制御する機能構成部である。
＜条件Ａ＞ベルト着脱判定部６２でシートベルトが不着用状態であると判定されること。
＜条件Ｂ１＞ブレーキ操作判定部６３でパーキングブレーキが解除状態であると判定され
ること。
＜条件Ｂ２＞シフト操作判定部６４でシフト操作装置３４が前進位置（Ｆポジション）又
は後進位置（Ｒポジション）であると判定されること。
【００３０】
　シートベルトが着用状態で条件Ａが満たされない場合、警告制御部７０は警告解除状態
として、警告装置４０に対して作動を指令する指令信号の出力を停止する。オペレータに
対する警告が不要な状態であるためである。警告装置４０への指令信号の出力を停止する
ことに代え、警告停止の信号を出力する処理、又は警告解除状態である旨をオペレータに
表示等により知らせるように警告装置４０に指令信号を出力する処理が、警告制御部７０
により実行されるようにしても良い。
【００３１】
　条件Ａが満たされた場合には、条件Ｂ１及び条件Ｂ２がいずれも満たされないとき、警
告制御部７０はベルト不着用を警告する指令信号を出力し、第２警告動作を警告装置４０
に指示する。「ベルト不着用」とは、シートベルトは着用されていないがホイール式作業
機械が所定の走行可能状態に至っていない状態をいう。「第２警告動作」は、ベルト不着
用に関連付けて予め設定されている所定の警告動作であり、例えば警告音であれば警報音
のリズムや音程等、警告表示であれば警告灯の点灯、点滅のリズムや色、文字表示の内容
等でオペレータが認識できるように設定しておく。第２警告動作は、後述する第１警告動
作と同様、警告音、警告表示に限らず、それらの組み合わせを採用することもできるし、
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他の警告態様で代替することもできる。
【００３２】
　条件Ａが満たされ、かつ条件Ｂ１及び条件Ｂ２の少なくとも一方が満たされた場合、警
告制御部７０はベルト不着用走行を警告する指令信号を出力し、第１警告動作を警告装置
４０に指示する。「ベルト不着用走行」とは、シートベルトが着用されていないにも関わ
らずホイール式作業機械が所定の走行可能状態である状態をいう。「第１警告動作」は、
ベルト不着用走行に関連付けて予め設定されている所定の警告動作である。第１警告動作
は第２警告動作とは異なる警告動作であり、その違いをオペレータが認識できるように設
定されている。このとき、本実施形態では、条件Ａが満たされ、かつ条件Ｂ１及び条件Ｂ
２の少なくとも一方が満たされた場合、次に条件Ｃ１，Ｃ２の双方が満たされるか否かで
、警告制御部７０が警告装置４０に指示する第１警告動作の態様を変えてある。
＜Ｃ１＞姿勢判定部６６で判定される作業装置２０の姿勢が走行姿勢であること。
＜Ｃ２＞ロック操作判定部６５で判定されるロック操作装置３５の操作が作業装置２０の
動作のインタロックを有効にするものであること（ゲートロックレバーのゲート状のレバ
ーが下ろされていること）。
【００３３】
　条件Ａと条件Ｂ１及び条件Ｂ２の少なくとも一方とが満たされ、かつ条件Ｃ１及び条件
Ｃ２の双方が満たされた状態は、作業装置２０が走行姿勢で動作不能な状態であるがベル
ト不着用走行の状態である。この旨を警告する第１警告動作を後に参照する図３では「第
１警告Ａ」と表記してある。一方、条件Ａと条件Ｂ１，Ｂ２の少なくとも一方とが満たさ
れ、かつ条件Ｃ１，Ｃ２の少なくとも一方が満たされない状態は、ベルト不着用走行の状
態で、しかも作業装置２０が走行姿勢になっていないか作業装置２０の動作がロックされ
ていない状態である。この旨を警告する第１警告動作を後に参照する図３では「第１警告
Ｂ」と表記してある。なお、警告の設定については、例えば第１警告Ｂ、第１警告Ａ、第
２警告の順に警告レベルが高く感じられるような設定としておくことが望ましい。
【００３４】
　－動作－
　図３は図２の制御装置による警告装置の制御手順の一例を表すフローチャートである。
制御装置５０は、キースイッチ３１により電源が投入されると図３の手順を開始し、電源
が投入されている間、同図の手順を所定のサイクルタイム（例えば０．０１ｓ）で繰り返
し実行する。
【００３５】
　・ステップＳ１０１
　図３の手順を開始すると、制御装置５０はまずステップＳ１０１で、ベルト着用検出部
３２、ブレーキ操作装置３３、シフト操作装置３４、ロック操作装置３５及び姿勢センサ
３６の信号を入力する。
【００３６】
　・ステップＳ１０２
続くステップＳ１０２では、制御装置５０は各種状態判定を行う。具体的には次の５つの
判定である。１つ目は、ベルト着用検出部３２の信号に基づくベルト着脱判定部６２によ
るシートベルトの着脱状態の判定である。２つ目は、ブレーキ操作装置３３の信号に基づ
くブレーキ操作判定部６３によるブレーキ操作装置３３の操作の判定である。３つ目は、
シフト操作装置３４の信号に基づくシフト操作判定部６４によるシフト操作装置３４の操
作の判定である。４つ目は、ロック操作装置３５の信号に基づくロック操作判定部６５に
よるロック操作装置３５の操作の判定である。５つ目は、姿勢センサ３６の信号に基づく
姿勢判定部６６による作業装置２０の姿勢の演算と判定である。続くステップＳ１０３以
降の手順で、制御装置５０は警告制御部７０により警告装置４０を制御する。
【００３７】
　・ステップＳ１０３，Ｓ１０４
　ステップＳ１０３に手順を移すと、警告制御部７０においてベルト着脱判定部６２の判



(9) JP 2019-206873 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

定結果がベルト着用状態を推定するものであるか否か（上記条件Ａ）が判定される。その
結果、シートベルトが着用されていると判定されていれば制御装置５０はステップＳ１０
３からステップＳ１０４に手順を移し、警告制御部７０により警告解除を設定し、警告装
置４０による警告出力は行わずに図３の手順を終了する。反対にシートベルトが着用され
ていないと判定されていれば、制御装置５０はステップＳ１０３からステップＳ１０５に
手順を移す。
【００３８】
　・ステップＳ１０５，Ｓ１０６
　ステップＳ１０５に手順を移すと、制御装置５０は、ブレーキ操作判定部６３の判定結
果がパーキングブレーキの解除状態を推定するものであったか（上記条件Ｂ１）を警告制
御部７０により判定する。同時に、シフト操作判定部６４の判定結果がシフト操作装置３
４のＦポジション又はＲポジションを推定するものであったか（上記条件Ｂ２）を警告制
御部７０により判定する。判定の結果、条件Ｂ１，Ｂ２の少なくとも一方の条件が満たさ
れている場合、制御装置５０はステップＳ１０５からステップＳ１０７に手順を移す。条
件Ｂ１，Ｂ２の条件がいずれも満たされていない場合、制御装置５０はステップＳ１０５
からステップＳ１０６に手順を移し、警告制御部７０により警告装置４０に第２警告動作
を指令して図３の手順を終了する。これにより警告装置４０により第２警告動作が出力さ
れ、ベルト不着用状態である旨がオペレータに報知される。
【００３９】
　・ステップＳ１０７－Ｓ１０９
　ステップＳ１０７に手順を移すと、制御装置５０は、姿勢判定部６６の判定結果が作業
装置２０の走行姿勢を推定するものであったか（上記条件Ｃ１）を警告制御部７０により
判定する。同時に、ロック操作判定部６５の判定結果が作業装置２０の操作ロックを推定
するものであったか（上記条件Ｃ２）を警告制御部７０により判定する。判定の結果、条
件Ｃ１，Ｃ２がいずれも満たされている場合、制御装置５０はステップＳ１０７からステ
ップＳ１０８に手順を移し、警告制御部７０により警告装置４０に第１警告Ａを指令して
図３の手順を終了する。これにより警告装置４０により第１警告Ａが出力され、作業装置
２０に関して走行準備は整っているもののベルト不着用走行状態である旨がオペレータに
報知される。一方、条件Ｃ１，Ｃ２の少なくとも一方が満たされていない場合、制御装置
５０はステップＳ１０７からステップＳ１０９に手順を移し、警告制御部７０により警告
装置４０に第１警告Ｂを指令して図３の手順を終了する。これにより警告装置４０により
第１警告Ｂが出力され、ベルト不着用走行状態であり作業装置２０に関する走行準備も整
っていない旨がオペレータに報知される。
【００４０】
　－効果－
　（１）本実施形態では、シートベルトが不着用状態で、パーキングブレーキが解除状態
（ブレーキ操作装置３３が解除ポジション）である場合、第１警告動作が出力されてオペ
レータにその旨が報知される。従って、パーキングブレーキが解除状態で走行可能な状態
において、オペレータにシートベルトの着用を促すことができる。同じく、シートベルト
が不着用状態で、シフト操作装置３４が前進位置（Ｆポジション）又は後進位置（Ｒポジ
ション）である場合も、第１警告動作が出力されてオペレータにその旨が報知される。従
って、シフト操作装置３４のポジションがアクセルペダルを踏み込めば走行し得るポジシ
ョンである状態においても、オペレータにシートベルトの着用を促すことができる。シフ
ト操作装置３４やブレーキ操作装置３３はホイール式作業機械に特有の操作装置であり、
一般にクローラ式の作業機械には備わっていない。このような操作装置の操作を判定の基
礎としてシートベルトの不着用を警告することにより、オペレータに注意喚起してシート
ベルト不着用状態でのホイール式作業機械の走行運転を抑制することができる。
【００４１】
　なお、本実施形態に例示した構成では、ステップＳ１０５で条件Ｂ１，Ｂ２のどちらが
満たされたかによって第１警告動作の態様を変える必要は必ずしもないが、条件Ｂ１，Ｂ
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２が満たされた場合の警告動作を別個独立して設定してももちろん良い。その場合、ステ
ップＳ１０５で条件Ｂ１のみが満たされている状態なのか、条件Ｂ２のみが満たされてい
る状態なのか、条件Ｂ１，Ｂ２の双方が満たされている状態なのかを、オペレータが認識
できるように報知できる。
【００４２】
　（２）また、条件Ａが満たされても、条件Ｂ１，Ｂ２が満たされず、アクセルペダルを
踏み込んでも走行しない状況下では、第１警告動作とは異なる第２警告動作でシートベル
トが着用されていない旨をオペレータに報知する。これによってもオペレータに注意喚起
してシートベルト不着用状態でのホイール式作業機械の走行運転を抑制することができる
。但し、シートベルトを着用しないまま走行する場合には、その後にブレーキ操作装置３
３及びシフト操作装置３４による走行準備操作をした時点で第１警告動作が出力される。
従って、シートベルト不着用走行を警告する上で第１警告動作が実行されれば足りる場合
には、第２警告動作は必ずしも実行する必要はない。
【００４３】
　（３）本実施形態では第１警告動作を出力する際、作業装置２０が正しく走行姿勢にあ
るか否かで警告の態様が変わるように構成した。特に本実施形態においては、作業装置２
０の操作が無効化されているか否かによっても第１警告動作の態様が変わる。従って、作
業装置２０が走行姿勢でないのに走行したり、不測に作業装置２０が動作し得る状態で走
行したりすることがないようにオペレータに注意喚起することができる。また、姿勢セン
サ３６に作業装置２０の角度センサを用いる場合、角度センサはホイール式作業機械に標
準装備されている場合も多く、ハード構成の追加が不要であることもメリットである。但
し上記の基本的な効果（１）を得る限りにおいては、図３のステップＳ１０７の処理を省
略し、条件Ｃ１，Ｃ２によらず同一の第１警告動作を出力するようにしても良い。
【００４４】
　－変形例－
　上記実施形態においては、パーキングブレーキの解除状態の判定（条件Ｂ１の判定）、
シフト操作装置３４の前進位置又は後進位置の判定（条件Ｂ２の判定）を行う場合を例に
挙げて説明した。但し、条件Ｂ１，Ｂ２は第１警告動作を出力するか否かの観点で別個独
立した条件であり、条件Ａが満たされた場合、条件Ｂ１が満たされれば条件Ｂ２が満たさ
れるか否かに関係なく第１警告動作が出力される。同様に条件Ａ，Ｂ２が満たされれば、
条件Ｂ１が満たされるか否かに関係なく第１警告動作が出力される。本実施形態の趣旨は
、条件Ａ，Ｂ１が満たされた場合にその旨を警告することにあり、この場合には条件Ｂ２
の判定は必ずしも必要ない。同じく、条件Ａ，Ｂ２が満たされた場合にその旨を警告する
上において、条件Ｂ１の判定は必ずしも必要ない。従って、図４（第１変形例）や図５（
第２変形例）に示したようにステップＳ１０５における条件Ｂ１，Ｂ２の判定のいずれか
１つを省略しても良い。
【００４５】
　また、姿勢センサ３６として作業装置２０に設けた角度センサを活用した場合を例に挙
げて説明したが、姿勢判定部６６で作業装置２０が走行姿勢であるか否かが判定できさえ
すれば、角度センサ以外のセンサを姿勢センサ３６として用いることができる。例えばホ
イール式の油圧ショベルでは、走行時には作業装置を抱え込み姿勢にしてアタッチメント
（バケット等）を走行体の前部に設けた置台（不図示）で支持した状態とする場合がある
。この場合、アタッチメントが置台に支持された状態が作業機の走行姿勢である。従って
、本実施形態において例えば置台（不図示）に姿勢センサ３６として近接スイッチを設け
ておけば、作業装置２０が走行姿勢である場合に近接スイッチが入り操作される。この場
合、姿勢判定部６６は近接スイッチの入り切りで作業装置２０が走行姿勢か否かを判定す
ることができる。バケットを支持する置台や置台に設けた近接スイッチを有するホイール
式作業機械については、例えば特開２０１１－０３８３１５号公報に記載されている。
【００４６】
　また、以上においてはホイール式の油圧ショベルに本発明を適用した場合を例に挙げて
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説明したが、公道を走行し得るようなホイール式の作業機械、例えばホイールローダ、ホ
イールクレーン、ロードローラ等にも本発明は適用され得る。これらの場合も同様の効果
が得られる。また、運転室１６を有する旋回体１２が走行体１１に対して旋回するタイプ
のホイール式作業機械を例に挙げて説明したが、走行体に対して運転室が旋回しない構成
の車体を有するホイール式作業機械にも本発明は適用可能であり、同様の効果を奏する。
【符号の説明】
【００４７】
１０…車体、１６…運転室、２０…作業装置、３２…ベルト着用検出部、３３…ブレーキ
操作装置、３４…シフト操作装置、３５…ロック操作装置、３６…姿勢センサ（角度セン
サ、スイッチ）、４０…警告装置、６２…ベルト着脱判定部、６３…ブレーキ操作判定部
、６４…シフト操作判定部、６５…ロック操作判定部、６６…姿勢判定部、７０…警告制
御部

【図１】

【図２】

【図３】
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